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裏面あり

※可児市空き家空き地バンクへの登録は次のいずれかに該当する場合は登録することが出来ません。
（1）現に売買または賃貸の契約を締結しているもの（契約の締結を予定しているものを含む）
（2）協力事業者以外の者と宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号）第34条の2第3項に規定する専任
媒介契約が締結されているもの
（3）法令上、再建築をすることができない敷地にあるもの
（4）上記に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるもの（抵当権等がついているもの）

可児市空き家・空き地活用促進（住宅リフォーム等）助成事業申請チェックリスト

　可児市空き家・空き地活用促進（住宅リフォーム等）助成事業を受けるための要件をまとめたものです。

　すべてのチェック項目に該当しないと助成を受けることができません。

バンク登録

空き家・空き地バンクの登録物件（登録予定）である。

工事着工前で解体工事契約後３０日以内の申請である。

対象住宅

入居者又は入居予定者が決定している住宅。ただし、除却を行う住宅についてはこの限
りでない。

同一住宅について過去に可児市空き家・空き地活用促進（住宅リフォーム等）助成を受け
ていない。

※入居者：所有者との賃貸借契約の締結によりバンク登録物件を賃借することが決定している者又は売買
契約の締結により新たにバンク登録物件の所有者になることが決定している者

※入居予定者：賃貸借契約又は売買契約が未締結の場合で、登録物件の賃貸借又は売買に係る所有者
の同意が書面により得られており、工事が完了するまでに賃貸借契約又は売買契約が締結できる者

対象者

工事を行う住宅の所有者又は入居者もしくは入居予定者である。

可児市の市税を滞納していない。

※市税とは、市民税、法人市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税を言います

対象工事

対象工事費（解体に係る工事費）が５０万円以上(消費税を除く)。

申請日の属する年度の2月末日までに工事完了届が提出できる工事である（空き家の住
宅リフォーム等について、入居者又は入居予定者が申請する場合は、貸借契約又は売
買契約を締結した日の属する年度の翌年度2月末日までに完了届が提出できる工事）こ
と。
※完了届提出時に申請者が解体工事業者に解体工事代金を支払った証明（領収書）が
必要です。

市内事業者が行なう工事である。

国、県、または市による他の制度の補助を受けていない。



チェック必要書類

申
請
時

①交付申請書（様式第１号）（工事の契約をした日から30日以内）

②工事契約書の写し

③工事概要書(見積書の写し等)

④工事箇所の図面（立面図、平面図）

⑤工事箇所の写真（施工前の状況が分かるもの）

⑥対象となる敷地又は住宅の権利者が他に居る場合は同意書（様式第２号）

内
容
変
更

①変更申請書（様式第３号）

②変更契約書の写し(作成していない場合は「工事等証明書」)

③工事内容が変更の場合は工事概要書（見積書の写し等)

完
了
後

①工事完了届（様式第４号）（工事が完了した日から30日以内）

②工事代金領収書の写し

③工事施工個所の写真(施工前と同じ箇所)

④交付請求書（様式第５号）
※可児市より交付額確定通知書を受理した後に提出して下さい。


